
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁護士、司法書士、社会福祉士、行政の専門職等による、時間制限なし、ワンストップの相談会
を開催します。ご本人、家族だけでなく、福祉現場等の支援者の方の相談もお受けしています。お
気軽にお越しください。 

母親に介護が必要になってきたが、どの
ように利用したらよいの？ 

子どもにしょうがいがあって、親亡き後
の子どものことが心配で・・・等 

仕事に就きたいのだけど、なかなか見つ
からなくて・・・ 

借金に困っていて、生活ができなく
て・・・ 

自分や妻が亡くなった時に相続の手続
きができるかな・・・ 

今後自宅を処分して、いずれ施設に行き
たいのだけど、今からできることは？ 

お問い合わせ先 

長浜市成年後見・権利擁護センター 
［長浜市社会福祉協議会地域福祉課内］ 

TEL：０７４９－６２－１８０４ 
FAX：０７４９－６４－２２４０ 

※手話通訳が必要な方は事前にご連絡ください 


